休日地域クラブ会則例


○○（ 地域、保護者会等 ）クラブ会則
・この例を参考にして、
必要に応じて加除してください。


第１章　総則
第１条（名称）
本クラブは◯◯◯（以下クラブという）と称す。

第２条（目的）
中学校休日部活動の地域移行・地域展開の趣旨に賛同し、平日のクラブ活動の延長上として、休日の活動の機会を確保し、中学生の心身の健全な育成に資する事を目的とする。

第３条（活動）
前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
（1）通常の練習
（2）他チームとの練習・交流試合
（3）レクリエーション活動
（4）その他目的達成に必要な活動

第２章　会員
第４条（入会・登録）
クラブへの入会は、○○中学校区内の希望する生徒とする。登録料の納入を含めた所定の手続きにより、代表者及びとらい夢に申し込み、会員となる。

第５条（休会・退会）
事情により休会・退会を希望する場合は、代表者及びとらい夢に申し出て、所定の手続きを経ること。

第６条（保険）
会員は全て、スポーツ安全保険に加入するものとする。保険料は、登録料の中に含まれる。

第３章　保護者会
第７条（構成）
保護者会は登録した会員の保護者で構成される。

第８条（役員）
保護者会に次の役員を置く。任期は1年とし、再任は妨げない。第9条でいうところの5月の定期総会で選出される。欠員が生じた時は、会長が指名してそれを補充する。なお、3年生の保護者の役員は、年度末でその任を解く。
（1）会長1名 （ できれば3年生の保護者から選出 ）
（2）副会長2名 （ できれば2年生、1年生の保護者からそれぞれ選出 ）
（3）会計1名 （ 2年生以下の保護者から選出 ）
（4）会計監査2名 （ 1名は2年生以下の保護者から選出 ）

第９条（総会）
クラブの議決機関として、保護者会の総会を開催する。年１回、5月に定期総会を副会長が招集する。必要に応じて臨時に会長が招集する。
（1）出席者は保護者と指導者とする。
（2）保護者（家庭数）総数の半数以上の出席（委任状も含む）により成立する。
（3）議決は出席者の過半数をもって決する。
（4）主に次の議事を取り扱う。
① 役員の決定
② 活動計画案
③ 会計予算案（会費等の金額を含む）
④ 会則の改廃に関すること
⑤ その他、審議必要事項　前年度の会計報告・監査報告等
（5）総会での議事内容について、議事録を作成し、議案資料と共に保管しなければならない。

第10条（役員会）
役員会は、クラブ運営に関わる協議機関とし、主に次の事案を取り扱うため、指導者を交えて不定期に開催する。
（1）定期総会の議案作成
（2）保護者会（総会）からあげられた協議事項
（3）指導者からあげられた協議事項
（4）その他、クラブの運営に関する協議事項

第3章　会計
第11条（運営経費）
クラブの運営経費は、会員の納める会費、とらい夢からの補助、その他の収入からなる。保護者会の会計担当が管理し、年度末に会計監査を受けて（暫定の＊）報告をする。（翌年度の総会で会計報告をし、承認を受ける。＊）＊会計報告については、年度末の監査報告の資料を
配布することによって了とするか、翌年度の定期
総会で報告して承認を受けるかのどちらかを選択
すればいいかと思います。


第12条（会費）
会員１人当り１ヶ月○○円とする。

第13条（会計年度）
クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章　その他
第14条（指導者）
指導者は、（公財）日本スポーツ協会の公認資格保有者か資格を取得しようとしている者、または兼職兼業の許可を得た顧問の先生とする。指導者不在で練習する場合は、見守りの保護者が立ち合って、安全管理に努めるものとする。

第15条（事故の補償と責任）
クラブは、事故の無いよう、細心の注意を払って活動を行うものとするが、練習中、 及び移動中に万が一事故が発生した場合には、加入するスポーツ安全保険の保険範囲内で補償するものとする。クラブ、会員及び保護者には、それ以上の責任を追及しない。

第16条（細則）
本会則に定めのない事項は、その都度、役員会で調整し、運営上必要な細則を別に定めることができる。この場合、速やかに会員を通して保護者に報告しなければならない。

第17条（施行）
本会則は、令和8年○月○日より施行する。
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